
 

 

 

 

 

 

 

第３８２回 

天草不知火海区漁業調整委員会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

令和３年（２０２１年）１２月２０日開催 



第３８２回天草不知火海区漁業調整委員会議事録 

 

１ 開催日時 令和３年（２０２１年）１２月２０日（月）午後３時から 

２ 開催場所 ＫＫＲホテル熊本 ２階 ローズルーム 

３ 出 席 者 

（出席委員） 江口幸男 前田和昭 佐々木倫一 廣田幸英 田代龍也 深川英穂 

澤田唯二 岸田光代 平岡政宏 一宮睦雄 藤田香織 

  （欠席委員） 桑原千知 友村喜一 藤木美才 田中愛美 

  （漁業取締事務所）主任技師 小崎修司 

（天草広域本部水産課）技師 若田隆太 

（熊本県漁業協同組合連合会）熊本県漁業協同組合連合会 指導部長 橋口謙吾 

（水産振興課）主幹 木村武志 主幹 鮫島守 

（事務局）事務局長 宮本政秀 主幹 大塚徹 参事 篠﨑貴史 

参事 郡司掛博昭 技師 東海林明 

４ 内  容 

（１）開 会 

（２）議 事 

１）議 題 

第１号議案 

知事許可漁業の制限措置の内容及び申請すべき期間について(諮問) 

第２号議案 

   もじゃこ漁業許可取扱方針の改正について（照会） 

第３号議案 

熊本県資源管理方針に定める特定水産資源「まあじ」、「まいわし対馬暖 

流系群」の知事管理区分に配分する数量について(諮問) 

２）報 告 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議の議案に係る 

書面表決結果について 

 

議事の経過 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻になりましたので、ただいまから第３８２天草不知火海区漁業調

整委員会を開催いたします。 

委員会開催にあたり事務局から御報告いたします。 

本日の委員出席者数は、１５名中１１名で過半数に達しております

ので、海区漁業調整委員会規程第５条第１項に基づき、本委員会が成立

していることを御報告いたします。 

それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせて頂きます。 

「第３８２天草不知火海区漁業調整委員会次第」という資料を１部と

「漁業法関係法令集」という冊子を１部お配りしております。 

過不足等ありませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。 
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それでは、江口会長お願いします。 

 

皆さんこんにちは。 

本日は、暮も近づいた中に委員会に出席いただきありがとうござい

ます。皆さんも御承知のとおり、今年はコロナ禍で非常に厳しい生活

ではなかったかと思います。漁業者も厳しい状況にありました。現在

は、１か月以上熊本県では感染者が発生していない状況でございま

す。これが今後も続けばと考えていますが、先が見えない状況です。

しかし、来年は良い年になるようにと願っているところでございま

す。 

それでは、ただ今から第３８２天草不知火海区漁業調整委員会を開

会いたします。 

 議事に入ります前に、海区漁業調整委員会規程第１０条で定められ

ております議事録署名につきまして、本日は 前田委員と岸田委員に

お願いいたします。 

なお、議事の進行につきましては、皆様の御協力を御願いします。 

それでは議事に入りたいと思います。 

第１号議案「知事許可漁業の制限措置の内容及び申請すべき期間に

ついて」水産振興課より説明をお願いします。 

 

水産振興課です。 

本日は、知事許可漁業のしお打瀬網漁業、中目流し網漁業、小目流

し網漁業、えび流し網漁業、かに網漁業、きびなご刺し網漁業、その

他のかご漁業の制限措置の内容及び申請すべき期間について諮問させ

ていただきます。着座にて説明させていただきます。 

熊本県漁業調整規則、以下規則といいますが、規則には、知事は、

新たに漁業の許可をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者

の数、当該知事許可漁業に係る船舶等の数等を勘案して、漁業時期や

操業区域などの内容、用語としては制限措置と呼びますが、この制限

措置を定め、当該制限措置の内容及び許可を申請すべき期間を公示し

なければならないと規定されています。また、公示する制限措置の内

容及び申請すべき期間を定めようとするときは、関係海区漁業調整委

員会の意見を聴かなければならないと規定されています。そこで、地

元漁業者及び関係漁協から新たに漁業を営みたいと要望のあった７つ

の漁業について諮問させていただきます。 

今回諮問させていただく制限措置の内容について、個別にかつ具体

的に説明いたします。まず、しお打瀬網漁業についてです。法令集の

上から２枚をご覧ください。しお打瀬網漁業は、法令集の上から１枚

目の表面の図 1の 81に記載されているような漁具を、２枚目の裏面

の図 1の 85のように潮流を利用して曳き回し、エビやイカを漁獲す

る漁業です。資料３ページをご覧ください。操業区域は、別記１のと

おり天草市有明町大浦恵比須鼻から、上天草市大矢野町湯島東端を見

通した線及び天草市有明町大浦恵比須鼻から、長崎県南有馬町下潟を



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見通した線により囲まれた区域となっており、漁業時期は、２月１日

から１２月３１日までとなっています。船舶の総トン数及び推進機関

の馬力数は、定めなし、許可又は起業の認可をすべき船舶の数は１

隻、漁業を営む者の資格として上天草市大矢野町上に住所を有する

者、熊本県の漁船登録を受けた漁船の所有者又は使用者としていま

す。 

許可又は起業の認可を申請すべき期間は、令和４年（２０２２年）

１月１１日から令和４年（２０２２年）１月１９日までを予定してい

ます。この公示に係る許可の有効期間は、許可の日から令和４年（２

０２２年）１２月３１日までとしています。また、備考の（２）に許

可をするに当って付す条件を記載しています。同じ操業区域の既存の

許可と同様の条件となっております。しお打瀬網漁業については以上

です。 

次に、中目流し網漁業についてです。法令集の上から３枚目表面を

ご覧ください。前回までと同じ資料になりますが、このしろ流し網漁

業の資料を添付しております。図のような漁具を潮流を横切るように

設置して、あじ、このしろ等を漁獲する漁業です。資料４ページをご

覧ください。操業区域は、資料５ページに記載していますが、葦北郡

芦北町等の地先である火共第３号共同漁業権漁場内の田浦地先と不知

火海の一部区域となっています。船舶の総トン数及び推進機関の馬力

数は、船舶の総トン数が５トン未満、推進機関の馬力数は定めなし、

許可又は起業の認可をすべき船舶の数は２隻、漁業を営む者の資格と

して葦北郡芦北町大字田浦に住所を有する者、熊本県の漁船登録を受

けた漁船の所有者又は使用者としています。 

許可又は起業の認可を申請すべき期間はしお打瀬網漁業と同様、令

和４年（２０２２年）１月１１日から令和４年（２０２２年）１月１

９日までを予定しています。この公示に係る許可の有効期間は、許可

の日から令和５年（２０２３年）１１月３０日までとしています。ま

た、備考の（２）に許可をするに当って付す条件を記載しています。

同じ操業区域の既存の許可と同様の条件となっております。中目流し

網漁業については以上です。 

次に、小目流し網漁業についてです。法令集の上から３枚目の裏面

に小目流し網漁業の資料としてしいば流し網漁業の資料を添付してい

ます。小目流し網漁業は、基本的には中目流し網漁業と同様の形態で

操業しますが、漁具の目合いが中目流し網漁業の５センチメートル以

上９センチメートル未満に対し、小目流し網漁業は、５センチメート

ル未満となっています。主にさより、きす、しいば等を漁獲します。

操業区域は、資料７ページに記載していますが、火共第３号共同漁業

権漁場内の田浦地先、船舶の総トン数及び推進機関の馬力数は、船舶

の総トン数が５トン未満、推進機関の馬力数は定めなし、許可又は起

業の認可をすべき船舶の数は１隻、漁業を営む者の資格として葦北郡

芦北町大字田浦に住所を有する者、熊本県の漁船登録を受けた漁船の

所有者又は使用者としています。許可又は起業の認可を申請すべき期



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間はしお打瀬網漁業と同様です。この公示に係る許可の有効期間は、

許可の日から令和４年（２０２２年）１０月３１日までとしていま

す。また、備考の（２）に許可をするに当って付す条件を記載してい

ます。同じ操業区域の既存の許可と同様の条件となっております。小

目流し網漁業については以上です。 

次に、えび流し網漁業についてです。えび流し網漁業は、文字どお

り流し網によりえびを漁獲します。操業区域は、資料９ページに記載

していますが、７月１５日から８月２０日までの期間中、表に記され

た区域を除いた不知火海。船舶の総トン数及び推進機関の馬力数は、

船舶の総トン数が５トン未満、推進機関の馬力数は定めなし、許可又

は起業の認可をすべき船舶の数は１隻、漁業を営む者の資格として葦

北郡芦北町大字田浦に住所を有する者、熊本県の漁船登録を受けた漁

船の所有者又は使用者としています。許可又は起業の認可を申請すべ

き期間はしお打瀬網漁業と同様です。この公示に係る許可の有効期間

は、許可の日から令和５年（２０２３年）２月２８日までとしていま

す。また、備考の（２）に許可をするに当って付す条件を記載してい

ます。同じ操業区域の既存の許可と同様の条件となっております。え

び流し網漁業については以上です。 

次に、かに網漁業についてです。法令集の上から４枚目に固定式刺

し網漁業の資料としてくちぞこ刺し網漁業の資料を添付しています。

かに網漁業は、４枚目の表面のような漁具を設置して、かにを漁獲し

ます。操業区域は、資料１１ページに記載していますが、共同漁業権

漁場を除いた不知火海の中南部海域です。船舶の総トン数及び推進機

関の馬力数は、定めなし、許可又は起業の認可をすべき船舶の数は１

隻、漁業を営む者の資格として上天草市大矢野町維和に住所を有する

者、熊本県の漁船登録を受けた漁船の所有者又は使用者としていま

す。許可又は起業の認可を申請すべき期間はしお打瀬網漁業と同様で

す。この公示に係る許可の有効期間は、許可の日から令和５年（２０

２３年）４月３０日までとしています。また、備考の（２）に許可を

するに当って付す条件を記載しています。同じ操業区域の既存の許可

と同様の条件となっております。かに網漁業については以上です。 

次に、きびなご刺し網漁業についてです。法令集の上から５枚目に

きびなご刺し網漁業の資料を添付しています。きびなご刺し網漁業

は、図７の２４のように固定式漁具を設置し、きびなごを漁獲する漁

業で、主に牛深地域で行われています。今回、２種類の制限措置の公

示を予定しています。操業区域は、資料１３ページに記載しています

が、天草市牛深町の地先である天共第９号共同漁業権漁場内牛深町地

先、船舶の総トン数及び推進機関の馬力数は、定めなし、許可又は起

業の認可をすべき船舶の数は各１隻、漁業を営む者の資格のうち、住

所としてそれぞれ天草市牛深町に住所を有する者、天草市久玉町に住

所を有する者、そして熊本県の漁船登録を受けた漁船の所有者又は使

用者としています。許可又は起業の認可を申請すべき期間はしお打瀬

網漁業と同様です。この公示に係る許可の有効期間は、許可の日から
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平岡委員 

 

議長 

 

平岡委員 

 

 

水産振興課 

 

平岡委員 

 

水産振興課 

 

藤田委員 

 

議長 

 

藤田委員 

 

令和４年（２０２２年）５月３１日までとしています。また、備考の

（２）に許可をするに当って付す条件を記載しています。同じ操業区

域の既存の許可と同様の条件となっております。きびなご刺し網漁業

については以上です。 

最後に、その他のかご漁業についてです。その他のかご漁業では、

かごを使用して、主にちぬやめばる等を漁獲します。今回、２種類の

制限措置の公示を予定しています。操業区域は、資料１５ページ及び

１６ページに記載していますが、天草市深海町の地先と天草市牛深町

の地先となっています。船舶の総トン数及び推進機関の馬力数は、定

めなし、許可又は起業の認可をすべき船舶の数は各１隻、漁業を営む

者の資格のうち、住所としてそれぞれ天草市深海町に住所を有する

者、天草市牛深町に住所を有する者、そして熊本県の漁船登録を受け

た漁船の所有者又は使用者としています。許可又は起業の認可を申請

すべき期間はしお打瀬網漁業と同様です。この公示に係る許可の有効

期間は、許可の日から令和４年（２０２２年）１１月３０日までとし

ています。また、備考の（２）に許可をするに当って付す条件を記載

しています。同じ操業区域の既存の許可と同様の条件となっておりま

す。その他のかご漁業については以上です。 

以上で、説明を終わります。御審議の程よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。ただ今、水産振興課から、第１号議案に

ついて説明がありましたが、委員の皆様から御意見、御質問はござい

ませんか。 

 

はい。 

 

はいどうぞ。 

 

間違いだと思いますが、資料４ページと６ページの許可又は企業の

認可を申請すべき期間が、１１月１９日までとなっていますが。 

 

失礼しました。これは１月１９日の間違いでございます。 

 

資料を修正しておいてください。 

 

はい。 

 

はい。 

 

はいどうぞ。 

 

小目流し網漁業について、漁業時期は、１月１日から１２月３１日

までとなっていますが、有効期間が１０月３１日までになっています
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議長 

 

 

が。 

 

漁業ができる期間は、１月１日から１２月３１日までで、実際の許

可の有効期間というのが、令和４年１０月３１日までということにな

ります。今回は、許可日から１０月３１日までが有効期間となりま

す。１１月１日以降も操業したい場合は、来年度、有効期間満了に伴

い、引き続き操業したい場合は、また手を挙げてもらうことになりま

す。令和４年１１月１日以降の許可を申請していただくこととなりま

す。 

 

資料４ページも同じ理由でよろしいでしょうか。 

 

はい。そのとおりです。漁業種類によって、申請が一度に集中しま

すと、処理が間に合わないと困りますので、漁業種類によって有効期

間を２年間の間で漁業種類を変えて対応しています。 

 

ありがとうございます。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

資料１０ページのかに網漁業の漁業期間の記載はありますか。 

 

はい。かに網漁業の漁業期間については、資料１１ページの表の右

側に記載しています。操業区域ごとに、漁業時期が異なりますので、

不知火海については６月１日から１１月３０日まで、下の段について

は、６月１日から１０月３１日までとなります。 

 

他にございませんか。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

ありがとうございます。それでは特に無いようですので、第１号議

案については、「特に意見なし。」と答申してよろしいですか。 

 

はい。 

 

 ありがとうございます。 

それでは、第１号議案については、特に意見なしと答申します。 

次に、第２号議案「もじゃこ漁業許可取扱方針の制定について」水産
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振興課から説明をお願いします。 

 

水産振興課です。 

もじゃこ漁業許可取扱方針の改正について御説明します。 

まず、「もじゃこ」とはブリの稚魚のことを言い、本県でブリの養殖

を行う際に種苗として利用されています。 

もじゃこは、九州南西海域から、海藻が切れて海面を漂っている流れ

藻に集まる習性があります。九州沿岸では例年、4月から 5月にかけて、

この流れ藻の漂流とともに「もじゃこ」が来遊してきます。 

この流れ藻についた「もじゃこ」を漁業者が採捕して、養殖業者に販

売し、養殖業者がブリの養殖を行っています。 

資料１７ページをご覧ください。 

日本国内のもじゃこ採捕は、平成１１年度ぶり養殖関係県担当者会議

における関係者間合意に基づき、各県が許可取扱方針を定め、「もじゃ

こ」を採捕しています。 

本県においても、もじゃこ漁業許可取扱方針を定め、知事許可漁業の

許可として、もじゃこの採捕を行っています。 

ご存じの方も多いと思いますが、令和３年度漁期は、全国的に記録的

な不漁となりました。本県では、例年、２日間の操業で計画の数十パー

セントの充足率を確保していましすが、今漁期においては、当初４月１

０日から５月２日までとしていた漁業時期を６月１８日まで延長しま

したが、充足率は、採捕計画尾数のわずか１パーセントに留まりました。 

この全国的な不漁を受けて、現在の関係者間の合意事項を見直し、よ

り各県の状況に応じて許可期間等を定められるよう、令和３年（２０２

１年）１２月３日に開催された令和３年度ぶり養殖関係県担当者会議に

おいて、検討が行われました。 

そして、水産庁の調整のもと、資料１９ページの内容で合意しました。

合意事項の変更点につきましては新旧対照表にてご説明いたします。 

資料２１ページをご覧ください。 

左の列に平成１１年度の合意事項を、右の列に令和３年度の合意事項

を記載しています。 

まず、１の許可期間についてですが、「ぶり稚仔の来遊状況を勘案し、

必要最小限の期間とし、２３日以内とする。」となっていましたが、各

県の状況に応じて柔軟に設定できるよう「各県が定める期間」に変更に

なりました。 

２の許可隻数については、「平成１１年度の実操業隻数を超えない範

囲」は維持されましたが、使用船舶のトン数制限については撤廃されま

した。隻数に関する制限が残されたのは、定置漁業への配慮によるもの

です。 

３の採捕漁具については、不漁時にサイズの異なるもじゃこを採捕す

るため、撤廃されました。 

資料２２ページをご覧ください。 

３ 種苗採捕・出荷計画尾数の策定及び報告については、今回新たに



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設けられた規定ですが、各県の実情に応じて種苗採捕・出荷計画尾数を

定めることができるよう設定されました。 

４の採捕尾数の管理については、採捕の実績報告及び種苗採捕・出荷

計画尾数を上回る場合の採捕停止に関する許可の条件を付すための規

定が追加されました。 

５のその他については、各県が船体塗装ではなく、旗の掲揚で対応し

ている場合がほとんどであることから、具体的に例示されました。 

関係者間の合意事項の変更内容については、以上です。 

次に、今回、照会するもじゃこ漁業許可取扱方針の改正案について御

説明します。 

今回の照会は、この内容がそのまま許可の制限措置や条件になる訳で

はなく、次回以降の委員会で諮問する制限措置の内容の大枠になりま

す。関係者間の合意を次期の許可に反映させるためには、このタイミン

グで取扱方針を改正する必要がありましたので、今回照会させていただ

いています。 

資料２３ページから２６ページに改正案を添付しておりますが、改正

点が分かりやすいよう、新旧対照表を用いて御説明します。資料２７ペ

ージをご覧ください。 

左の列に旧許可取扱方針を、右の列に今回照会する新たな許可取扱方

針の案を記載しています。 

まず、２の許可対象船舶についてですが、合意事項からトン数制限が

削除されたことに伴い、本許可取扱方針においても削除します。 

資料２８ページをご覧ください。 

旧許可取扱方針の４の漁業時期及び許可期間については、当該年度の

６月１０日までの２３日間としていましたが、２月１５日から７月３１

日までを許可が可能な期間として設定しました。令和３年度は、最終的

な漁業時期が４月１０日から６月１８日までしたが、全国的な不漁の原

因の一つとして、もじゃこの来遊が漁業時期よりも早かったとの推察も

ありますので、もじゃこのより早期の来遊への対応として、また、鹿児

島県が２月中旬ごろから許可を出すことを検討していますので、ほぼ同

じ時期に操業できるよう、許可が可能な期間の開始日を２月１５日とし

ました。また、令和３年度のような不漁時への対応及び８月以降のもじ

ゃこは成長し、餌付けが困難であるという情報もあることから、許可が

可能な期間の終了日を７月３１日としております。漁業時期及び許可期

間については以上です。 

次に、許可隻数についてです。許可隻数は、平成１１年度の実操業隻

数を超えない範囲となりました。昨年度の漁業法改正時に、現状３３隻

の許可隻数となっていることから、許可取扱方針を見直し、許可隻数を

５０隻としていましたが、合意事項であらためて平成１１年度の実操業

隻数を超えない範囲となりましたので、本県においても平成１１年度の

実操業隻数である７５隻を超えない範囲としたいと考えています。許可

隻数については以上です。 

最後に、許可の条件についてです。 
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これまで、漁具の目合いの制限がありましたが、採捕計画尾数以上に

採捕しない出口規制が厳格に行うことになることから、合意事項から目

合いの制限が撤廃されました。これに伴い、許可の条件から目合いに関

する制限を削除しました。 

また、合意事項の中で期間等の制限の撤廃後も、資源管理を着実に実

施することを目的として、もじゃこ漁業の許可を受けた者からの報告を

義務付け、採捕計画尾数を超えると予想される場合の採捕を禁止する旨

の規定が合意事項に盛り込まれました。これらに対応するため、第９条

の(３)及び(４)の条件を追加しております。 

水産振興課からの説明は以上です。御審議の程よろしくお願いしま

す。 

 

ただ今、水産振興課から、第２号議案について説明がありました

が、委員の皆様から御意見、御質問はございませんか。 

 

深川委員、何かございませんか。 

 

 はい。是非お願いしたいと思います。  

 

今年は、ぶりの稚魚が特に獲れなかったということで、水産庁が方

針の見直しを行ったということですので、皆さんよろしくお願いしま

す。 

他にございませんか。 

 

はい。 

 

それでは、他に無いようですので、第２号議案については、異議な

い旨を回答してよろしいですか。 

 

はい。 

 

ありがとうございます。それでは第２号議案については、異議ない

旨を回答します。 

次に、第３号議案「熊本県資源管理方針に定める特定水産資源「ま

あじ」、「まいわし対馬暖流系群」の知事管理区分に配分する数量に

ついて」水産振興課より説明をお願いします。 

 

水産振興課の東海林です。 

 第３号議案「熊本県資源管理方針に定める特定水産資源「まあじ」、

「まいわし対馬暖流系群」の知事管理区分に配分する数量について」諮

問させていただきます。座って説明させていただきます。 

資料は３４ページをご覧ください。 

 まず、漁業法に基づく資源管理の大まかな流れをご説明します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資源管理では、現在の環境下において持続的に採捕可能な最大の漁獲

量を達成できる資源水準に、水産資源を維持又は回復させることを管理

の目標として、全国の漁獲データ等を利用し、水産庁の委託事業により、

国立研究開発法人水産研究・教育機構が資源評価を行い、その結果に基

づき水産庁が各資源の日本全体の年間漁獲可能量を設定します。 

 その日本全体の年間漁獲可能量について水産庁が大臣許可漁業や各

都道府県の過去の漁獲実績等に基づき配分します。各県へ割り当てられ

た漁獲可能量を都道府県別漁獲可能量と呼びます。 

 都道府県別漁獲可能量が配分された各都道府県は、資源管理の手法等

を定めた資源管理方針に基づき、各知事管理区分へ漁獲可能量を配分し

ます。知事管理区分とは、各県で定めた県内での資源管理を行う単位で

あり、この知事管理区分に配分された漁獲可能量を知事管理漁獲可能量

と呼びます。知事が知事管理漁獲可能量を定めようとする場合は、漁業

法第１６条第２項において、関係漁業調整委員会へ意見をうかがうこと

とされています。 

 そこで今回、令和４年１月１日から次の管理年度が始まる「まあじ」

及び「まいわし対馬暖流系群」について、令和３年１２月９日付け農林

水産省告示第２１０４号において、熊本県の都道府県別漁獲可能量が定

められたことに伴い、当該特定水産資源の知事管理漁獲可能量を定める

ため、皆様のご意見を賜りたく存じます。 

 資料３５ページをご覧ください。これは水産研究・教育機構のマアジ

についての資源評価資料の抜粋になります。マアジは東シナ海から日本

海に分布する集団を対馬暖流系群、太平洋側の集団を太平洋系群に分け

て資源評価を行ってきた歴史があり、現在も別々に資源評価がなされて

いますが、研究者らの協議の結果、両者を分ける科学的根拠が乏しいと

いう理由から、現在は一まとめにして管理されています。 

資料は１つ前の資源管理の流れをお示しした３４ページの３水産庁

から各都道府県への配分に戻ってください。都道府県別漁獲可能量は過

去３年の漁獲実績に基づき配分され、平均シェア率が大臣許可漁業も含

めて全体の８０％を構成する都道府県には数量による割り当てがあり

ます。熊本県のシェア率は約０．３％であり、全体の８０％には含まれ

なかったため、数量ではなく現行水準という割り当てがされました。現

行水準の県では、資源への影響が比較的小さい、わずかな漁獲しかない

ものの、むやみに漁獲量を増やすことがないような管理が求められま

す。また、資源評価等の根拠となる漁獲量の報告義務については、現行

水準の場合にも適用されます。 

 次に、資料３６ページをご覧ください。熊本県資源管理方針の「まあ

じ」についての管理手法等を定めた別紙１－１を添付しています。「ま

あじ」の知事管理区分は熊本県まあじ知事管理区分だけであり、第３で

都道府県別漁獲可能量の全量を熊本県まあじ知事管理区分へ配分する

こととしているため、当該知事管理区分の知事管理漁獲可能量も現行水

準になります。 

 続いて、資料３７ページをご覧ください。マイワシでは、東シナ海か
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ら日本海に分布する集団と太平洋側に分布する集団は回遊パターン等

の生態的特徴が異なる独立した集団であると考えられており、個別に管

理していく必要があります。このような資源管理上の単位を系群と呼

び、東シナ海から日本海側の集団を「まいわし対馬暖流系群」、太平洋

側の集団を「まいわし太平洋系群」と呼んでいます。 

 資料３４ページの３水産庁から各都道府県への配分に戻ってくださ

い。熊本県沖で漁獲されるマイワシは「まいわし対馬暖流系群」です。

「まいわし対馬暖流系群」の熊本県の全国シェア率はや約０．４％であ

り、県への割り当て量は「まあじ」と同様、現行水準となります。 

 資料３８ページをご覧ください。「まいわし対馬暖流系群」の知事管

理区分は熊本県まいわし知事管理区分だけであり、第３の配分基準に基

づき、当該知事管理区分の知事管理漁獲可能量は現行水準となります。 

最後に資料３３ページをご覧ください。ここまでご説明いたしまし

たとおり、「まあじ」及び「まいわし対馬暖流系群」の令和４年１月

１日から同年１２月３１日までの令和４管理年度における、知事管理

漁獲可能量を現行水準と定めることについて、御審議の程よろしくお

願いします。 

 

ただ今、水産振興課から、第３号議案について説明がありました

が、委員の皆様から御意見、御質問はございませんか。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

それでは特に無いようですので、第３号議案については、特に意見

なしと答申してよろしいですか。 

 

はい。 

 

 ありがとうございます。 

それでは、第３号議案については、特に意見なしと答申します。 

次に、議事の２の報告、「令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会

九州ブロック会議の議案に係る書面表決結果について」事務局から説明

をお願いします。 

 

事務局です。 

議事２の報告、令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロッ

ク会議の議案に係る書面表決結果について御説明します。 

なお、以降の説明におきまして、全国海区漁業調整委員会連合会を全

漁調連と略させていただきます。 

資料４２ページをご覧ください。 

令和３年１１月１０日付け漁調委第１７１号により沖縄海区漁業調



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整委員会会長より、令和３年度全漁調連九州ブロック会議の議案に係る

書面表決結果の通知がありました。 

今年度の全漁調連九州ブロック会議につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止を図るため、書面協議により実施されました。 

書面表決の内容につきましては、第１号議案の「令和３年度要望事項

について」と、第２号議案の「次期開催海区について」の両議案が全会

一致で承認されております。 

資料４３ページ以降に、九州ブロック会議の議案書を示しておりま

す。 

資料４７ページをご覧ください。 

第１号議案の令和３年度要望事項について、九州ブロックの各県から

提案された要望事項の一覧を示しております。 

本県からは、 

（２）大中型まき網漁業の操業禁止区域の拡大並びに適正創業の指導強

化について 

（７）東シナ海における漁船の安全操業確保について 

（１７）ミニボートによる危険行為の防止について 

（２３）海区漁業調整員会の財政基盤の確保について 

を要望し、九州ブロックの各県からは、本県が要望した内容について、

異論はありませんでした。本県から要望した内容について、各県の海区

委員会からの意見につきましては、資料の５１ページ、６１ページ、８

２ページ、９４ページにつけております。 

九州ブロックの各県から提案された要望についても、他県からの異論

はなく、その結果、九州ブロック会議の書面表決においても全ての県の

要望が承認されております。 

資料９６ページをご覧ください。 

全漁調連九州ブロック会議の開催状況について、平成元年から令和３

年までの開催海区を示しております。 

また、九州ブロックの各県が了解の上で、令和７年度までの開催計画

が作成されております。 

これにより、第２号議案の次期開催県につきましては、長崎県連合海

区が担当することとなり、長崎県で開催されることが決まりました。 

第１号議案の令和３年度要望事項につきましては、去る１２月１０日

（金）に東京都で開催された、全漁調連の会長及び副会長会議におきま

して、全国のブロック会議から提出された要望を１つの要望書として取

りまとめる作業が行われました。 

今年度、本県は、全漁調連の副会長県であり、熊本県連合海区漁業調

整委員会の江口会長に、全漁調連の副会長を務めていただいています。

江口会長には、年末の御多忙な時期に御出席いただきありがとうござい

ました。 

江口会長からは、本県から要望された内容について、漁業の現場の状

況を改めて丁寧に説明していただきました。出席された水産庁をはじ

め、会長、副会長にも十分理解していただけたものと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

委員 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

会議で取りまとめられた要望書につきましては、来年５月に宮城県で

開催される全漁調連の総会に諮られ、承認されれば、同年６月から７月

にかけて、関係省庁に対する要望活動が行われます。 

来年５月に予定されています総会、６月から７月に予定されています

要望活動にも江口会長に御出席をお願いすることとなります。よろしく

お願いします。 

事務局からの説明は以上です。 

 

ただ今、事務局から、議事の２の報告について説明がありました

が、委員の皆様から御意見、御質問はございませんか。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

それでは、他に無いようですので、議事の２報告の質疑は終了します。 

本日、事務局が予定した議事は以上ですが、委員の皆様から何かござ

いませんか。 

 

はい。 

 

事務局から、何かありませんか。 

 

ございません。 

 

それでは、これで第３８２回天草不知火海区漁業調整委員会を閉会し

ます。 

 

 

 


